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第１章 経営戦略の改定について 

１．改定の趣旨 

本村の下水道事業においては水道事業と同様に、令和 2 年 4 月より地方公営企業法の適用を受け、

公営企業会計に移行しました。これにより、資産や経営状態を的確に把握するとともに、経営の透明化を

図ることが可能となりました。 

近年、人口減少や少子高齢化社会の進行など、社会情勢の変化に伴い、下水道を取り巻く諸情勢、及

び環境は大変厳しい財政状況にあります。今後の、経営環境の変化に適切に対応し、より一層の経営基

盤の強化を図ることで、将来にわたって安定的に事業を継続していくために、中長期的な基本計画である

「下水道事業経営戦略」を策定するものです。 

「経営戦略」とは、施設・設備に関する投資の見通しを試算した計画である「投資試算」と、財源の見通

しを試算した計画である「財源試算」に加え、投資以外のその他経費に関する試算を含めた上で「投資・

財政計画」をまとめたものになります。 

これらの試算については、相互に関連しているものであり、収支が均衡していることが求められているこ

とから、本村においても現状分析や将来の事業環境を踏まえ、安定的な事業運営が継続できるよう中長

期的な視点による「経営戦略」を策定します。 

また、総務省から「令和6年度の公営企業の

主要施策の留意事項について」の事務連絡が

あり、さらなる経営改革の推進として、2020（令

和2）年度までの策定を求めている経営戦略に

ついて、2025（令和7）年度までに見直し率

100％にすることとの要請がありました。経営戦

略に基づく取り組みの進捗と成果を一定期間

ごとに評価、検証したうえで根本的な改革やス

トックマネジメント、料金改定を含め、収支均衡

を図る具体的な取り組みの検討、経営戦略の

改定を行い、より質の高い経営戦略となるよう

検討を求めています。 

本村では、前回策定した経営戦略より 9 年経過し、総務省より平成 30 年に経営戦略の見直しを促進

する方策として、新たなガイドラインが改訂されたことや、令和 2 年 4 月より地方公営企業法を適用したこ

とに伴い、改定を行うことにいたしました。 

今回、経営戦略の改定を行うにあたって決算分析による乖離要因を特定し、要因に応じた取組の再検

討を行いました。 

経営戦略は策定することが目的ではなく、策定した戦略をいかに実践していくことが重要であることか

ら、５年毎に PDCA サイクルを繰り返し行うことによって、より質を高め、安定的な経営の確立と経営改革の

持続が可能となります。 

出典：水道産業新聞 

1



図 1-1 経営戦略策定の考え方 

今後本村においても、経営環境が厳しくなると予想される中、経営基盤の強化と財政マネジメントの向

上に取組み、安定的な事業運営の継続と下水道事業経営の更なる健全化を目的として、改定することと

いたしました。 

総務省より「経営戦略の改定推進について」にて提示されている、以下の事項を投資・財政計画に盛り

込むことにより、経営戦略の充実を図ります。 

① 今後の人口減少等を加味した料金収入の的確な反映

② 減価償却率や耐用年数等に基づく施設の老朽化を踏まえた、将来における所要の更新費用の

的確な反映

③ 物価上昇等を反映した維持管理費、委託費、動力等の上昇傾向等の的確な反映

④ ①②③等を反映した上での収支を維持する上で必要となる経営改革（料金改定、広域化、民間

活用・効率化、事業廃止等）の検討

⑤ ①～④の事項を情勢変化に合わせ的確に反映できるよう、経営戦略は「3～5 年毎に改定するこ

と」（経営戦略策定・改定ガイドライン）

出典：総務省 HP 

投資試算・財源試算のギャップ

〇 ダウンサイジング、スペック
ダウン

〇 予防保全型維持管理を含む
適切な維持管理による長寿命化

〇 過剰投資・重複投資の精査

〇 新たな知見や新技術の導入

〇 優先順 位が低い 事業の先 送り、
取りやめ

〇 民間資金・ノウハウ等の活用
（PPP/PFIの導入等）

〇 広域化の推進 等

両面から

均衡点を探る

取組を反映

投資試算の再検討

ギャップの発生要因に応じて取組の再検討

経営戦略（当初版）の完成

※試算条件の変更及び見直しが中心となる。

〈 策 定 時 〉

決算分析による乖離要因の特定

〇 内部留保額の見直し

〇 料金の見直し

〇 収益性向上のための取組 等

両面から

均衡点を探る

取組を反映

財源試算の再検討

特定された要因に応じて取組の再検討

経営戦略（改訂版）の完成

給与・定員の見直し、委託費

その他維持管理費の見直し、

ICTの活用等による更なる業

務の効率化

投資以外の経費の効率化

経営戦略の実行 ⇒ 決算乖離

※決算値（実績値）に基づいた具体的な取組の見直しが中心となる。

〈 改 定 時 〉

投
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〇 予防保全型維持管理を含む
適切な維持管理による長寿命化

〇 過剰投資・重複投資の精査

〇 新たな知見や新技術の導入

〇 優先順 位が低い事業の先 送り 、
取りやめ

〇 民間資金・ノウハウ等の活用
（PPP/PFIの導入等）

〇 広域化の推進 等

投資試算の再検討

〇 内部留保額の見直し

〇 料金の見直し

〇 収益性向上のための取組 等

財源試算の再検討

給与・定員の見直し、委託費

その他維持管理費の見直し、

ICTの活用等による更なる業

務の効率化

投資以外の経費の効率化
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２．位置づけ 

本村の下水道事業は、「第7次関川村総合計画」を上位計画とし、その実現に向け立案するそれぞれの

分野における個別計画とする「関川村地域総合戦略」の方針と整合を図りつつ、下水道事業の事業運営

や整備等に関する計画を定めています。 

今後は、「関川村地域総合戦略」に掲げている「1 安心・安全な暮らしの確立 (7)生活環境の整備※下

水道」を上位計画と位置付けして事業運営してまいります。 

出典：関川村地域総合戦略「項目別計画書」1 安心・安全な暮らしの確立 (7)生活環境の整備※下水道 

この基本目標を上位計画とし、「下水道事業経営戦略」では「下水道事業全体計画」等で定めた投資計

画の内容を踏まえ、必要な需要額の財源を中長期的な経営の中で適切に確保するための財政計画を定

めるものです。「下水道事業経営戦略」で定めた財政計画は、「下水道事業全体計画」等に反映し、相互

に関連し合う位置付けとしていきます。 

〇基本目標 

下水道事業は公共用水域の保全に寄与しており、住みよい生活環境の維持に必要不可欠なもの

です。安定した事業の継続には、経営の健全化が必要であるため、加入率向上を目指します。 

第７次 関川村総合計画 
計画期間 2026 （令和 8 ）年度～ 2035 （令和 17）年度 

 最  上 位 計 画

・関川村下水道事業経営戦略 
計画期間 
2026 （令和 8 ）年度～ 2035 （令和 17）年度 

・関川村地域総合戦略

・関川村人口ビジョン

・関川村公共施設等総合計画

・関川村汚水処理施設整備構想

・関川村特環下水道事業 事業計画

・関川村特環下水道 ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 計画

反映 反映 

連携 
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３．計画期間 

今回の「関川村下水道事業経営戦略改定」の計画期間は、 

2026(令和8)年度から2035(令和17)年度まで（10年間） とします。 

 

このような中長期的な計画となるのは、下水道施設などの耐用年数が長期に渡ることや、今後施設の老朽

化が進むことから、その管理には長期的な視点が必要不可欠となるためです。 

5年ごとに計画の実施状況を評価・検証しながら、実績との乖離が著しい場合、計画の前提となる経営、

財政の条件が大幅に変更となった場合に見直しを行います。 

図 1-7 経営健全化へ向けたマネジメントサイクル構築 

 

出典：「経営戦略の策定に関する Q＆A（令和 4 年 1 月 25 日） 総務省」 

  

関川村下水道事業経営戦略策定期間

西　暦 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

和　暦 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

前回(H28年度)策定
（法非適）

今回(H28年度)改定
（法適）

法適用 R02.04

Plan：予算編成

Do：事業実施

Check（検証）
経営課題の抽出

Action（改善）
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第２章 下水道事業の概要 

 

１．下水道事業の現況 

下水道事業の経営状況は、下水道施設の老朽化に伴う修繕費の増加や、電気料金の高騰など費用の

増大に加え、加速する人口減少による使用料収入の減少により年々厳しさを増しています。下水道の整

備は完了しており、今後は下水道管渠等の施設の維持管理と人口減少化における経営の安定化につい

て注視しなくてはなりません。 

 図2-1 行政人口と世帯数の推移 

図 2-2 処理区域内人口・下水道普及率 

図 2-3 水洗化人口・水洗化率 
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（１）施設について 

本村の特定環境保全公共下水道事業の施設の現況は、下表のとおりです。 

表2-1 施設の現況 

 特定環境保全公共下水道事業 

供用開始年度（供用開

始後年数） 
平成13年度（供用開始後24年） 

法適用区分（全部適用・

一部適用） 
法適（一部適用） 

処理区域内人口密度 17.44（人／ha） 
流域下水道等への接続

の有無 
無し 

処理区数 1処理区（関川処理区） 

処理場数 1箇所（せきかわ浄化センター） 

広域化・共同化・最適

化実施状況 

平成26年3月に事業計画区域を見直し、採算性の低い計画区域面積3.0haの削減を行いまし

た。なお、当該区域は合併処理浄化槽を整備していくこととしました。 

※1 「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。 

「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含

む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管

理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。 

「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件

に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。 
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（２）使用料について 

本村の現在の下水道使用料(税抜)は下表のとおりです。 

表2-2 下水道使用料 

一般家庭用使用料体系の

概要・考え方 

（料金体系）２ヶ月（従量・累進性） 

基本料金 10 ㎥まで：1,900 円/月 

   

超過料金 10 ㎥を越え 50 ㎥まで：190 円/㎥ 

       51 ㎥を越え 75 ㎥まで：200 円/㎥ 

       76 ㎥を越え 100 ㎥まで：210 円/㎥ 

        101 ㎥以上：220 円/㎥ 

業務用使用料体系の 

概要・考え方 

（料金体系）２ヶ月（従量・累進性） 

基本料金  10 ㎥まで：1,900 円/月  

超過料金 10 ㎥を越え 50 ㎥まで：190 円/㎥ 

       51 ㎥を越え 75 ㎥まで：200 円/㎥ 

       76 ㎥を越え 100 ㎥まで：210 円/㎥ 

        101 ㎥以上：220 円/㎥ 

その他の使用料体系の 

概要・考え方 

（料金体系）２ヶ月（従量・累進性） 

 基本料金  10 ㎥まで：1,900 円/月 

超過料金 10 ㎥を越え 50 ㎥まで：190 円/㎥ 

     51 ㎥を越え 75 ㎥まで：200 円/㎥ 

     76 ㎥を越え 100 ㎥まで：210 円/㎥ 

     101 ㎥以上：220 円/㎥ 

条例上の使用料*2 

（２０㎥あたり） 

※過去３年度分を記載 

令和 4 年度  3,400 円 
実質的な使用料*3 

（２０㎥あたり） 

※過去３年度分を記載 

令和 4 年度  3,361 円 

令和 5 年度  3,400 円 令和 5 年度  3,376 円 

令和 6 年度  3,400 円 令和 6 年度  3,398  円 

※2 条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。 

※3 実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を

含む）をいう。 

 

図 2-4 県内市町村別（類似団体）下水道使用料料金（20m3/月当たり） 

資料：総務省 令和 5 年度 地方公営企業年鑑 

下水道使用料については、令和 7 年 10 月に使用料改定を行っており、4,180 円/20m3/月

（税込み）となっております。 

  

三条市 柏崎市
糸魚川

市
妙高市 佐渡市 魚沼市 胎内市 聖籠町 弥彦村 関川村 平均値

使用料 3,795 3,201 3,570 3,630 4,284 4,114 3,745 3,240 3,300 3,740 3,662
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一般家庭使用料比較 新潟県内特環類似団体
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（３）組織について 

職  員  数 

令和 7 年度現在、建設課の建設水道班として 8 名が在籍し、水道事業（簡易

水道）、下水道事業（特環・農排）を兼務し 4 名が担当しています。職員給与の

予算措置については、簡易水道事業会計に 1 名、特環下水道事業会計に 1

名、土木部門に 2 名を計上しています。 

事 業 運 営 組 織 

 

 

２．民間活力の活用状況等 

民間活用の状況 

ア 民間委託 

（包括的民間委託を含む） 

浄化センター管理運営業務、消防施設保守点検業務、

電気設備管理業務、水質検査業務、脱水汚泥収集運搬、

汚泥成分検査業務等を民間業者に委託し、運営経費の削

減に努めていますが、包括的民間委託による更なる削減に

は至っていません。 

イ 指定管理者制度 

現在の民間委託業務を継続しながら包括的民間委託を

検討していく予定になっていますので、指定管理者制度に

ついては未検討です。 

ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ 
上記のとおり、包括的民間委託を検討することになって

いますので、PPP・PFI については未検討です。 

資産活用の状況 

ア エネルギー利用   

（下水熱・下水汚泥・発電

等）※4 

ガス発電等について検討した経緯はありますが、現段階

の技術では採算性が無いと判断しています。 

イ 土地・施設等利用  

（未利用土地・施設の活用

等）※5 

処理場の未利用地において小型風力発電が接続協議

中であり、太陽光発電設備については現在設置中で資産

活用を図っています。 

※4 「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につ

ながる取組を指す。 

※5 「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す

（単純な売却は除く）。  

建設課 建設水道班

・土木担当 4名

・簡易水道事業担当

・特定環境保全公共下水道担当

・農業集落排水事業担当
4名
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職員給与費

2.4%

経費

20.3%

減価償却費

68.3%

支払利息

9.0%

その他

0.0%

使用料収入

20.3% その他

0.2%

他会計補助金

41.2%

長期前受金戻入

38.2%

その他雑収益

0.1%

 

第３章 現状分析 

１．収支の状況 

（１）収益的収入 

2024（令和６）年度の収益的収入の内訳及び構成比は、図表 3-1 のとおりです。 

 主な内訳は、使用料収入 20.3％、他会計補助金 41.2％となっています。収支不足分に対し、一般会

計からの繰入金収入により経営を維持している状況です。令和 2 年 4 月 1 日より公営企業法を適用したこ

とにより、長期前受金戻入 38.2％が財源に加わっています。 

図表 3-1 収益的収入の内訳及び構成比 

 

（２） 収益的支出 

2024（令和 6）年度の収益的支出の内訳及び構成比は、図表 3-2 のとおりです。 

主な内訳は、経費 20.3％、職員給与費 2.4％、支払利息 9.0％となっています。経費については、今後

も物価高騰等や施設の老朽化による修繕費など、増加傾向となることが見込まれます。また、令和２年4月

1 日より公営企業法を適用したことにより、今後は減価償却費 68.3％が支出に加わっています。 

 図表 3-2 収益的支出の内訳及び構成比 

単位：千円 2024(令和6年度)

総収益（収益的収入） 283,745

１．営業収益 58,068

　使用料収入 57,548

　その他 520

２．営業外収益 225,677

　他会計補助金 117,000

　長期前受金戻入 108,389

　その他雑収益 288

単位：千円 2024(令和6年度)

総費用（収益的支出） 284,557

１．営業費用 259,031

　職員給与費 6,893

　経費 57,712

　減価償却費 194,426

２．営業外費用 25,526

　支払利息 25,479

　その他 47
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建設改良費

8.2%

企業債償還金

91.8%

その他

0.0%

（３） 資本的収入 

2024（令和 6）年度の資本的収入の内訳及び構成比は、図表 3-3 のとおりです。 

主な内訳は、企業債 25.0％、他会計補助金 68.7％となっています。建設改良費の財源や企業債元金

償還に対し、一般会計からの繰入金収入により経営を維持している状況です。 

図表 3-3 資本的収入の内訳及び構成比 

  

 

 

 

 

（４） 資本的支出 

2024（令和 6）年度の資本的支出の内訳及び構成比は、図表 3-4 のとおりです。 

主な内訳は、建設改良費 8.2％、企業債償還金 91.8％となっています。過去の建設改良費の財源とし

て借入した企業債の元金償還金が 9 割以上を占めている状態です。 

図表 3-4 資本的支出の内訳及び構成比 

  

 

 

 

 

 

  

単位：千円 2024(令和6年度)

資本的支出 272,488

　建設改良費 22,440

　企業債償還金 250,048

　その他 0

単位：千円 2024(令和6年度)

資本的収入 200,121

　企業債 60,400

　他会計補助金 128,000

　国庫補助金 10,587

　工事負担金 1,134

企業債

30.2%

他会計補助金

64.0%

国庫補助金

5.3%

工事負担金

0.6%
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２．指標分析 

（１）経営比較分析表を活用した現状分析 

新潟県内における特定環境保全公共下水道事業を経営している類似団体（処理区域内人口規模で抽

出）について令和 5 年度実績数値に基づき、比較分析を行いました。 

また、本村における令和 2 年度～令和 6 年度の経年変化グラフでの分析を以下に示します。 

表 3-5 経営指標の説明 
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①経営の健全性・効率性について 

【経常収支比率】 

 経常収支比率は 100％を維持しており、現時点では、概ね健全な経営状況であるように見えますが、経

費回収率は近年では 100％を下回っています。これは、汚水処理費の一部が公費負担により賄われている

ことを示しています。単年度の収支を示す収益的収支比率については、直近 5 年において減少傾向となっ

ており 100％を下回らない財政運営を行うことが必要です。 

図 3-4 県内市町村別（類似団体）経常収支比率 

 

図 3-5 経常収支比率（推移） 

  

三条市 柏崎市
糸魚川

市
妙高市 佐渡市 魚沼市 胎内市 聖籠町 弥彦村 関川村 平均

経常収支比率 100.1% 104.0% 101.7% 123.3% 101.6% 97.5% 163.4% 106.2% 105.7% 101.1% 110.4%
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【企業債残高対事業規模比率】 

 類似団体の中でも高い水準を示しておりますが、年々減少傾向にはあります。ただし、将来的には汚水

処理施設の改築更新による借入金が増加していくことが見込まれます。 

図 3-6 県内市町村別（類似団体）企業債残高対事業規模比率 

 

図 3-7 企業債残高対事業規模比率（推移）  

三条市 柏崎市
糸魚川

市
妙高市 佐渡市 魚沼市 胎内市 聖籠町 弥彦村 関川村 平均

企業債比率 835% 552% 180% 487% 1209% 259% 56% 0% 1724% 2968% 827%
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企業債比率 3240.4% 3252.7% 3272.3% 2968.1% 2765.8% 3099.9%
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【有収率】 

有収率は原則として 100％に近いことが望まれますが、本村の数値は類似団体と比較して低く、経年的に

も減少傾向にあります。主な要因としては、管路の破損等による不明水の流入が推定されるため、管路調査

や管更生工事を計画的かつ継続的に実施する必要があります。 

図 3-8 県内市町村別（類似団体）有収率 

 

図 3-9 有収率（推移）  

三条市 柏崎市
糸魚川

市
妙高市 佐渡市 魚沼市 胎内市 聖籠町 弥彦村 関川村 平均

有収率 94.9% 79.5% 79.3% 113.1% 85.6% 74.0% 68.9% 100.0% 79.1% 71.4% 84.6%
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【施設利用率】 

本村の施設利用率は類似団体の中で第 2 位と高水準にあり、かつ毎年上昇傾向を示しています。しか

し、処理場施設のさらなる有効活用を図るためには、広域化やダウンサイジングなどの方策を検討することが

有効です。 

図 3-10 県内市町村別（類似団体）施設利用率 

 

図 3-11 施設利用率（推移）  

三条市 柏崎市
糸魚川

市
妙高市 佐渡市 魚沼市 胎内市 聖籠町 弥彦村 関川村 平均

施設利用率 43.3% 14.3% 61.8% 16.6% 25.4% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 56.0% 23.7%
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50.0%

52.0%

54.0%

56.0%

58.0%

60.0%

62.0%

施
設

利
用

率
（

％
）

施設利用率推移

15



 

【水洗化率】 

水洗化率は水質保全と使用料収入の確保の観点から、原則として 100％に近いことが望まれます。本村

では下水道未接続世帯への普及啓発を継続的に実施していますが、類似団体の平均を下回り、経年では

わずかな増加にとどまっています。今後も未接続世帯への働きかけを継続し、接続促進と水洗化率の向上

に努めることが重要です。 

図 3-12 県内市町村別（類似団体）水洗化率 

 

図 3-13 水洗化率（推移）  

三条市 柏崎市
糸魚川

市
妙高市 佐渡市 魚沼市 胎内市 聖籠町 弥彦村 関川村 平均

水洗化率 71.7% 92.6% 99.3% 89.1% 68.2% 96.6% 72.3% 91.3% 91.4% 78.4% 85.1%
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【経費回収率】 

汚水処理原価と使用料単価を基に算出される経費回収率についても、年々低下傾向が見られ、今後の

推移に注意が必要です。物価高騰や維持管理費の増加などが背景にあると考えられ、持続可能な料金体

系の検討も含めた対応が求められます。 

図 3-14 県内市町村別（類似団体）経費回収率 

 

図 3-15 経費回収率（推移） 

 

  

三条市 柏崎市
糸魚川

市
妙高市 佐渡市 魚沼市 聖籠町 弥彦村 関川村 平均

経費回収率 85.4% 103.7% 88.5% 99.0% 45.6% 88.4% 116.0% 85.5% 97.4% 72.9%
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【汚水処理原価】 

本村の汚水処理原価は類似団体と比較して低水準であり、使用料単価も平均をやや上回っていることか

ら、現状では良好な経営状態といえます。ただし、将来的には、物価高騰の影響などにより汚水処理原価が

使用料単価を上回る傾向が予想され、今後の使用料収入との収支バランスに留意する必要があります。 

図 3-16 県内市町村別（類似団体）汚水処理原価・使用料単価 

図 3-17 汚水処理原価・使用料単価（推移） 

 

直近 5 年間では、単年度収支が 100％を達成した年度もあり、経営状態は比較的良好といえます。 

しかし、令和 2 年度の法適用以降、使用料収入は有収水量の減少とともに下落傾向が続いており、中長

期的にも増加は見込めません。 

このため、令和 6 年度時点で 79.9％となっている水洗化率の向上に向け、未接続世帯への働きかけを継

続し、増収につなげていくことが求められます。 

また、汚水処理原価は使用料単価を上回っており、使用料収入のみでは賄えず、公費による補填が必要

な状況にあります。その結果、経費回収率も 100％を下回っていることから、今後は施設の運転管理方法や

点検頻度の見直しなどにより、汚水処理費用の一層の縮減に努める必要があります。 

それでもなお経費回収率の向上が見込めない場合には、使用料改定も含めた総合的な検討を進めてい

くことが求められます。  

三条市 柏崎市
糸魚川
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②老朽化の状況について  

下水道処理施設については、供用開始から 24 年経過しており、汚水処理施設の老朽化が著しい状況で

す。近年、修繕料などの維持管理費は増加傾向にあり、汚水処理原価は今後さらに増加していくことが予想

されます。そのため令和 7 年度に処理場施設のストックマネジメント計画を策定し、今後はストックマネジメン

ト計画に基づく改築更新を実施していく予定となっております。 

管路施設については、汚水処理施設と同様に供用開始から 24 年経過しておりますが、陶管で布設され

た箇所について管渠内のカメラ調査を実施しており、不具合箇所の修繕を実施しております。また、今後は

ストックマネジメント計画に基づく点検・調査等を実施していく予定であり、有収率向上を図ります。 
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③全体総括について 

【特定環境保全公共下水道】 

水洗化率は類似団体平均と比較して高い水準となっておりますが、使用料収入については今後の人口減

少、住民の節水志向に伴い、今後も減少していくことが予想されます。処理施設の老朽化のため、今後はス

トックマネジメント計画に基づく改築更新を実施予定ですが、改築更新には多額の費用がかかり、その借入

金の償還により経営を圧迫していくと考えられます。これまで減少傾向であった企業債残高が改築更新の実

施に伴い、一定の水準で推移していくと考えられることから、より一層、維持管理の節減に努めなければなり

ません。また、施設利用率については、建設当時の行政人口、観光人口の伸びを見込んで処理能力を決定

しておりましたが、昨今の人口減少や節水志向により 50%を下回っております。すでに面整備が完了している

ため施設の有効利用等について検討していきます。 

 

（２）県内市町村及び類似団体との比較 

本村の特定環境保全公共下水道事業の現状について、県内市町村との比較により分析しました。 

経費回収率は、下水道事業の経営状況を総合的に評価するための重要な指標であり、経営改善や戦

略策定に欠かせない要素です。また経費回収率は、有収率、水洗化率、施設利用率が大きく影響します。

そのため、経常収支比率、有収率、水洗化率、施設利用率、経費回収率の５項目について比較しました。

数値は、総務省より公表されております「令和 5 年度地方公営企業年鑑」を用いました。 

 

図 3-18 経営指標の比較図（レーダーチャート） 

  

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

経常収支比率

有収率（％）

水洗化（％）
施設利用率

（％）

経費回収率

（％）

経営指標レーダーチャート

関川村

新潟県内平均

新潟県内D2平均

20



 

３．旧経営戦略(平成 29 年 2 月策定）の評価 

平成 28 年度に策定した経営戦略と現状を比較し、評価したものを以下に示します。 

（１）収益的収支 

 

計画値：経営戦略（H28 策定）の令和 6（2024）年度計画値、実績値：令和 6（2024）年度実績値 

 

図 3-19 収益的収支の予測と実績 

   

評価 

2024(令和 6）年度における実績は、H28 年経営戦

略で示した計画値を大きく上回りました。 

使用料収入については、計画 65,400 千円で実績

が 57,548 千円で計画より 7,852 千円の減収でした。 

また、収入全体の増収した主な原因は法適用した

ことにより、長期前受金戻入(R6 実績 108,389 千円)

が収入に加算された事が主な要因です。 

評価 

2024(令和 6）年度における実績は、H28 年経営戦

略で示した計画値を大きく上回りました。 

要因としては、法適用したことにより、減価償却費

(R6 実績 194,426 千円)が営業費用に加算された事

が主な要因です。 

令和6年度比較 （単位：千円）
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　その他 0 520

２．営業外収益 188,553 225,677
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　その他雑収益 3 288
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（２）資本的収支 

 

 

計画値：経営戦略（2020.3 改定）の令和 5（2023）年度計画値、実績値：令和 5（2023）年度実績値 

 

図 3-20 資本的収支の予測と実績 

 

  

評価 

2024(令和 6）年度における実績は、H28 年経営戦

略で示した計画値を上回りました。 

要因としては、企業債元金償還の財源として繰り

入れた一般会計補助金が増加したためです。 

評価 

2024(令和 6）年度における実績は、H28 年経営戦

略で示した計画値を上回りました。 

要因としては、企業債償還金は少し減少しました

が、建設改良費が増加したためです。 

令和6年度比較
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第４章 将来の事業環境 
 

１．人口の予測 

本村の推計人口については、「国立社会保障・人口問題研究所」による将来推計人口を用いて、処理

区域内人口及び水洗化人口を設定しました。 

その結果、計画期間の 10 年間で約２割以上減少する見通しとなり、2024(令和 6)年度の行政人口が

4,624 人であるのに対し、計画期間最終年度である 2035(令和 17)年度には 3,540 人となる見込みです。

人口減少に伴い、処理区域内人口及び水洗化人口も同様に減少となることが予想されます。 

図 4-1 行政人口と処理区域内人口の推移（予測） 

 

表 4-1 行政人口・処理区域内人口・水洗化人口の推移（予測） 

  

単位（人）

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

行 政 人 口 4,624 4,540 4,436 4,332 4,228 4,124 4,020 3,924 3,828 3,732 3,636 3,540

処 理 区 内 人 口 3,487 3,410 3,331 3,253 3,175 3,097 3,019 2,947 2,875 2,803 2,731 2,659

水 洗 化 人 口 2,786 2,752 2,715 2,677 2,638 2,598 2,557 2,520 2,481 2,441 2,401 2,359

水 洗 化 率 79.9% 80.7% 81.5% 82.3% 83.1% 83.9% 84.7% 85.5% 86.3% 87.1% 87.9% 88.7%
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２．有収水量の予測 

有収水量の将来推計値は過年度の有収水量と水洗化人口から一人当たりの有収水量原単位を設定

し、将来の人口に乗じて設定しました。 

本村は、急速な人口減少と住民の節水意識の向上により、有収水量は年々減少傾向にあります。

2024(令和 6)年度の年間有収水量が約 308 千㎥であるのに対し、計画期間最終年度である 2035(令和 17)

年度には 280 千㎥となる見込みです。 

 図 4-2 水洗化人口及び年間有収水量の推移（予測） 

 

 
  

図 4-3 規模別水量(令和 6 年度実績) 
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３．使用料収入の見通し 

使用料収入は、実績を踏まえた有収水量の将来見込みを基に算定しています。 

［家庭用］R5 全体計画見直しで算出された原単位×各年の水洗化人口(予測) 

令和 7 年度～令和 8 年度で約 12％の使用料が改定されました。ただし、今後も人口減少等の影響に

より、使用料収入も減少していくことが推察されます。その結果、令和 8 年度から 10 年間で約 13％減少

する見通しとなり、2026(令和 8)年度における使用料収入は 67 百万円であるのに対し、計画期間最終年

度である 2035(令和 17)年度には 58.5 百万円となる見込みです。 

直近では料金改定を行いましたが、今後も水洗化率の向上に向けた啓発活動、未収金回収等安定し

た料金収入の確保及び使用料収入の適正化に努め、一定期間ごとに使用料改定の必要性について検

討を行く必要があります。 

図 4-4 有収水量と使用料収入の推移（予測） 

 

図 4-5 使用料収入と汚水処理費、経費回収率の推移（予測） 
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４．下水道施設の見通し 

令和 6 年度末時点における管路整備延長は約 69km であり、特定環境保全公共下水道は供用開始か

ら 24 年経過しております。 

今後は、施設の老朽化に伴う建設改良費の増大に備え、ストックマネジメント計画や点検調査による優

先順位の設定等適切に維持管理を行い、長寿命化に努めていきます。適正かつ合理的な施設管理によ

り、計画的な改築・更新や事業費の平準化を図っていきます。 

図 4-6 建設改良費の推移 

 

国土交通省の統計調査では、図 4-7 に示すとおり、管路施設は布設後約 40 年を経過すると道路陥没

などの事故を起こす割合が急激に増加するという調査結果が出ております。本村においても、今後布設後

約 40 年を経過する管路が増大していく状況であり、今後管路施設の老朽化の進行により下水道事業運

営に大きな影響を与えることが想定されます。道路陥没等の事故防止や住民のサービスレベルを維持す

るためには、計画的な管路施設の維持管理と改築更新が必要となってきます。 

図 4-7 経過年数別道路陥没箇所数（全国） 

出典：国土交通省「ストックマネジメントについて」 
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５．組織の見通し 

今後は、職員一人一人の意識改革をすすめ、企業意識の徹底を図ると共に、公営企業職員として公共

性の確保及び効率的経営に努め、企業会計等民間の経営手法を導入し、経営能力の向上に努める必要

があります。また、各種業務において民間委託（包括的民間委託を含む）など、更なる業務の効率化を検

討していきます。 

 

６．減価償却費の推移 

減価償却費は、令和 2 年度から地方公営企業法を適用したことにより発生しています。令和７年度以降

は約 2.0～2.3 億円で推移していきます。 

図 4-8 減価償却費の推移 

７．長期前受金戻入の推移 

長期前受金戻入は、令和 2 年度から地方公営企業法を適用したことにより発生しています。令和７年度

以降は約１.0～1.4 億円で推移していきます。 

図 4-9 長期前受金戻入の推移 
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８．企業債の推移 

企業債は、短期間で多額の資金を要する公共施設の整備には欠かせない財源ですが、将来の財政を

圧迫する要因ともなるため、適切な管理が重要です。 

計画的で効率的な事業運営により、投資の平準化を図ると共に、企業債発行額の適切な管理に努めま

す。また、資本費平準化債を活用し、下水道利用者の資本費負担を軽減するほか、世代間の公平性を図

るため、資本負担の一部を次世代に繰り延べします。 

図 4-10 企業債借入金の推移 

図 4-11 企業債残高の推移 
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図 4-12 企業債借入金と償還金の推移 

図 4-13 企業債借入金と償還金の推移 

 

 

  

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

R
07

R
08

R
09

R
10

R
11

R
12

R
13

R
14

R
15

R
16

R
17

R
18

R
19

R
20

R
21

R
22

R
23

R
24

R
25

R
26

R
27

R
28

R
29

R
30

R
31

R
32

R
33

R
34

R
35

R
36

R
37

R
38

R
39

R
40

R
41

R
42

R
43

R
44

R
45

R
46

R
47

R
48

R
49

R
50

（
単
位
：

千
円
）

企業債利息支払額の推移

既存分 新規借入分

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

R
07

R
08

R
09

R
10

R
11

R
12

R
13

R
14

R
15

R
16

R
17

R
18

R
19

R
20

R
21

R
22

R
23

R
24

R
25

R
26

R
27

R
28

R
29

R
30

R
31

R
32

R
33

R
34

R
35

R
36

R
37

R
38

R
39

R
40

R
41

R
42

R
43

R
44

R
45

R
46

R
47

R
48

R
49

R
50

（
単
位

：
千
円
）

企業債元金償還金の推移

既存分 新規借入分

29



 

９．一般会計繰入金の推移 

一般会計からの繰入金については、総務副大臣通知「地方公営企業操出金について（通知）」が

示す基準内の繰入金(公費負担分)と、財政運営上不足分を補う基準外繰入金に分類されます。 

今後は独立採算制による経営を目指し、基準外繰入金の減額に努めてまいります。 

図 4-14 一般会計繰入金の推移 
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第５章 課題と解決に向けて 

１．下水道事業の将来に向けた課題 

これまで下水道事業の概要として、本村におけるこれまでの取り組みや現在の施設等の状況、今後の

予測などを通じて、現状を確認してきました。また、社会環境の変化や要請として、人口減少や節水機器

の普及等に伴う使用料収入の減少、物価高騰等による維持管理費及び投資費用の増加、施設の老朽化

に伴う更新費用の増大にともなう財源確保などが挙げられます。 

これらの内容を踏まえて、本村が下水道事業を持続的に推進するにあたっての解決すべき課題を次の

とおり整理します。 

①水洗化の促進 

グラフで示されているとおり水洗化率は毎年向上し R6 年度で約 80％となっておりますが、100％に向け

て継続的に接続促進に取り組む必要があります。 

図 5-1 水洗化人口、水洗化率の推移 

②有収率の向上 

近年、管路工事中期から後期に「陶管」で埋設された箇所の漏水（侵入水）が管路調査により判明して

いる。そのため、グラフでその影響を確認できるように年々有収率が低下している状況であり、処理場にお

いて無駄な経費が発生していることから、改善が必要である。 

図 5-2 有収水量、有収率の推移 
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③安定的な財源の確保と経費削減の徹底 

グラフで確認できるように下水道使用料に対する維持管理費で算出される経費回収率ですが、年々低

下している状況であり、今後も使用料収入の減少や物価高騰等が予測されることから、経費節減と収入確

保に取り組む必要があります。 

図 5-3 経費回収率の推移 

④老朽化施設の長寿命化対策及び改築更新 

既存施設が老朽化しています。適正な維持管理と効率的で計画的な改築更新に取り組む必要がありま

す。 

⑤人材の育成 

事業を継続するためには、専門的な知識や経験を持った職員が不可欠です。研修等に取り組み、人材

を育成する必要があります。 
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２.経営の基本方針 

本村は、人口減少等の影響による水需要の低下により使用料収入が減少傾向にあります。更に施設の老

朽化に伴う改築・更新・修繕費用や維持管理費の増大が見込まれます。経営の安全性を確保するためには、

経費の削減はもちろん、使用料収入等の収益を確保する対策を講じる必要があります。効率的に下水道の

改築・修繕・更新を進め、持続可能な下水道経営の確立を目指し、経営の健全化に取り組んでまいります。

今後人口減少や物価上昇などの社会情勢の変化により、事業を取り巻く環境が厳しさを増す中で、以下を

基本方針として取り組んでいきます。 

 

人口減少に伴い使用料収入は減少し財政運営は厳しくなる一方、老朽化による機械設備等の更新需

要は高まります。このような下水道事業を取り巻く情勢に柔軟に対応しながら投資と財源のバランスを保ち

ながら、下水道の持続的な運営に努めます。 

 

事業の効率化とコスト削減に取り組みます。継続して民間委託の活用により業務効率を図りつつ、将来

的には包括的民間委託等により効率的な事業執行に努めます。 

 

公共用水域の水質の保全のため、下水道未接続者への加入促進を継続的に行います。また、有事の

際に限られたリソースのもとで従来よりも速やかにかつ高いレベルで下水道の果たすべき機能を維持・回

復させる計画、体制づくりに努め、快適で安全安心な村づくりに貢献します。 

 

①下水道事業の持続的運営 

②効果的な事業執行 

③快適で安全安心な村づくりに貢献 
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第６章 投資・財政計画 

 

１．投資・財政計画について（収支計画） 

「経営戦略の中心となる「投資・財政計画」は、施設・設備の合理的な投資の見通しである「投資

試算」等の支出と、財源見通しである「財源試算」が均衡するように調整した収支計画です。 

出典：総務省「投資財政計画」策定までの流れ 

 

 

２．投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

経営戦略の計画期間は 10 年間ですが、長期的な視点に立って健全な経営を行っていくために 50 年

間のシミュレーションを実施し、今後 10 年間の投資・財政計画を作成しました。 

今後 10 年間の投資・財源試算の計算条件及び投資・財政計画は、巻末資料に掲載のとおりです。 

投資・財政計画の試算時の設定条件を、次ページより表 6-1、表 6-2 に示します。基本的には 2020(令

和 2)年～2024(令和 6)年度の実績値(決算統計)を基準としました。これに必要な投資、費用とこれに対応

する財源を明確にし、より具体的な計画としております。 
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表 6-1 収益的収支について 

※令和 6 年度は決算額の数値で、令和 7 年度は予算額の数値を用いました。 

  

項　　目 設定条件

・社人研人口予測（R5.12推計）に基づき行政人口及び処理区内人口を予測し、水洗化
率×一人当たり有収水量×年間日数×使用料単価により予測。

見込んでいない。

R6実績を使用

基準内繰入金と基準外に分けて算出
基準内：「地方公営企業繰出金について（総務副大臣通知）」により算出
基準外；3条収支の不足分を計上

見込んでいない。

既存の資産及び更新事業で取得予定の資産に対する長期前受金戻入を算出し計上

見込んでいない。

職員給与費 R7年度予算額を基準として、毎年2.5％の上昇率で算出

動力費 R7年度予算額を基準として、毎年2.5％の上昇率で算出

修繕費 過去5箇年（R3～R7）平均を基準として、毎年2.5％の上昇率で算出

材料費 その他の経費に含む

薬品費 その他の経費に含む

その他
R7年度予算額を基準として、毎年2.5％の上昇率で算出
R11年度、R16年度に「事業計画変更」の委託費10,000千円の予算を計上

減価償却費 既存の資産及び更新事業で取得予定の資産に対する減価償却費を算出し計上

支払利息
建設改良に係る企業債と資本費平準化債の利息を算出。
既企業債：『終期年度までの償還状況』を基に算定。
新規発行：将来の借入見込みを基に算出。

その他 見込んでいない。

見込んでいない。

見込んでいない。特別損失

営
業
収
益

使用料収入

受託工事収益

その他

特別利益

営
業
外
収
益

他会計補助金

その他補助金

長期前受金戻入

その他

収
益
的
支
出

営
業
費
用

経
費

営
業
外
費
用

収
益
的
収
支

収
益
的
収
入
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表 6-2 資本的収支について 

※令和 6 年度は決算額の数値で、令和 7 年度は予算額の数値を用いました。 

 

 

  

項　　目 設定条件

企業債 将来の整備スケジュールに基づき企業債の新規借入額を算出

うち資本費平準化債 R7年度予算額と同額を計上

他会計出資金 見込んでいない

基準内繰入金と基準外に分けて算出

他会計補助金 基準内：「地方公営企業繰出金について（通知）」（総務副大臣通知）により算出

基準外；4条収支で補填財源による金額でも補えない金額を計上

他会計負担金 見込んでいない

他会計借入金 見込んでいない

国・県補助金 将来の整備スケジュールに基づき国庫補助金を計上

固定資産売却代金 見込んでいない

工事負担金 見込んでいない

その他 見込んでいない

見込んでいない

建設改良費 将来の整備スケジュールに基づき建設改良費を計上

うち職員給与費 見込んでいない

企業債償還金
建設改良に係る企業債と資本費平準化債の元金償還を算出。
既企業債：『終期年度までの償還状況』を基に算定。
新規発行分：将来の借入見込みを基に算出。

他会計長期借入返還金 見込んでいない

他会計への出資金 見込んでいない

その他 見込んでいない

資
本
的
収
支

資
本
的
収
入

上記計のうち翌年度へ繰り
越される支出の財源充当額

資
本
的
支
出
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（１）収支計画のうち投資についての説明 

目      標 

(1)処理場、マンホールポンプの機能保全 

処理機能の安定的な維持と未処理水の流出防止を目的として、処理場お

よびマンホールポンプの機械・電気設備について、耐用年数や故障履歴を

踏まえた計画的な更新を実施してまいります。 

(2)不明水の削減 

管路の健全性を維持し、不明水の流入を抑制することで有収率の向上を

図り、併せて維持管理費の削減につなげます。 

 

（１）処理場、マンホールポンプの機能保全に関する事項 

今後 10 年間、ストックマネジメント計画に基づき、管渠、処理場等の改築・更新を実施します。予定してい

る主な事業費及び事業期間を、以下に示します。 

表 6-3 事業計画について 

 

 

  

単位：千円

項目 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

管路施設更新工事 管更生

事業費 50,000 30,000 30,000 30,000 30,000

財源 企業債 50,000 30,000 30,000 30,000 30,000

処理場・MPｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画 ＳＭ計画

実施設計等 6,000 5,500 6,000 0 0 5,000 0 0

工事費 0 0 142,500 349,100 39,300 0 129,700 302,600 80,240 81,451

計 6,000 5,500 148,500 349,100 39,300 5,000 129,700 302,600 80,240 81,451

国庫補助金 3,286 3,012 81,139 187,566 12,297 2,745 71,241 166,213 34,400 40,600

企業債 2,706 2,481 66,961 160,893 26,459 2,249 58,279 135,972 34,400 40,600

自己財源 8 7 400 641 544 6 180 415 11,440 251

財源

事業費

その他計画
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（２）不明水対策に関する事項 

不明水は令和 2 年度以降、年々増加傾向にあります。管路の健全性を維持し、あわせて処理水量

の削減による経費節減を図るため、不明水対策を実施します。 

対策工事は令和 7 年度から令和 11 年度までの実施を予定しており、工事完了後は毎年 1.7％の改

善が見込まれるものとして、最終年度（R17 年度）に令和 2 年度と同水準の有収率の回復を目標と

します。 

表 6-4 不明水対策スケジュール 

図 6-1 不明水対策による有収率改善目標 
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％

）

不明水対策による有収率改善目標

対策前処理水量 対策後処理水量 有収率（対策前） 有収率（対策後）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

不明水対策工事
（期間） 工事期間 実績

対策前 415,757 423,701 439,833 443,481 499,570 488,538 477,220 466,046 454,871 443,696 432,521 422,206 411,891 401,576 391,261 380,945

改善率 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7%

対策後 488,538 469,107 450,200 431,673 413,525 395,757 386,318 376,880 367,442 358,004 348,565

年間有収水量
(㎥/年） 333,937 329,715 302,448 316,810 307,942 326,310 321,930 317,550 312,805 308,060 303,315 298,935 294,190 289,445 284,700 279,955

計画有収率
（％） 対策前 80.3% 77.8% 68.8% 71.4% 61.6% 66.8% 67.5% 68.1% 68.8% 69.4% 70.1% 70.8% 71.4% 72.1% 72.8% 73.5%

目標有収率
（％） 対策後 66.8% 68.6% 70.5% 72.5% 74.5% 76.6% 77.4% 78.1% 78.8% 79.5% 80.3%

年間総処理水量
(㎥/年)
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（２）収支計画のうち財源についての説明 

目      標 

(1)経費回収率の維持（使用料の適正化） 

将来的に人口減少するなか、経費の削減を図るとともに使用料を適正化し、

経費回収率の現状維持を目指します。 

(2)一般会計からの基準外繰入の抑制 

下水道事業の独立採算制の原則の観点から、一般会計からの基準外繰入

金を抑制します。 

(3)水洗化率の向上 

公衆衛生の向上、水環境の保全、そして有収水量増加に伴う使用料収入

の向上を図ります。 

(4)企業債残高の削減 

将来の財政負担の軽減と事業経営の健全化を図るため、企業債残高の縮

減に取り組みます。 

(1)経費回収率の維持（使用料の適正化） 

令和 7 年度に使用料の改定を実施したものの、今後も人口減少の影響により、長期的かつ継続的

な使用料収入の増加は見込みにくい状況です。加えて、経費回収率も減少傾向にあることから、一

般会計からの繰入負担の増加が懸念されます。こうした状況を踏まえ、今後の動向を注視しつつ、

必要に応じて使用料の再改定について検討してまいります。 

使用料の改定について、①現状で推移した場合と②5 年毎に 10％値上した場合と③5 年毎に 20％

値上げした場合のシミュレーション結果を以下に示します。 

図 6-2 経費回収率の推移（現状で推移） 
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図 6-3 経費回収率の推移（5 年ごとに 10％値上） 

図 6-4 経費回収率の推移（5 年ごとに 20％値上） 
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ためには、Case.2（5 年ごとに 20％の使用料改定）を実施する必要があることが分かりました。 

今後は、毎年度の使用料収入および経費の実績を確認し、経費回収率を算出したうえで、本計画

との乖離を検証しながら、使用料改定の必要性について検討していくことが求められます。 
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(2)一般会計繰入金に関する事項 

一般会計繰入金については、年度ごとに総務省で定める繰出金に係る通知をもとに、基準内繰入

金の額を算定し、基準外繰入金については、収益的収支と資本的収支の収支バランスを考慮し、必

要最小限の基準外繰入金を見込んでおります。基準内繰出金と基準外繰入金の推移を次に示しま

す。 

図 6-5 一般会計繰入金の推移 

表 6-5 一般会計繰入金内訳 
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一般会計繰入金の推移

基準内繰入金計 基準外繰入金計

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

3条基準内 144,100 136,500 132,000 122,000 117,000 79,376 78,724 80,324 82,635 80,426 96,367 102,742 105,590 107,599 116,540 106,785

3条基準外 38,624 59,919 58,291 56,524 76,543 48,449 44,165 43,383 44,089 51,765 50,563

3条合計 144,100 136,500 132,000 122,000 117,000 118,000 138,643 138,615 139,159 156,969 144,816 146,907 148,973 151,688 168,305 157,348

4条基準内 38,293 43,140 55,200 52,240 59,400 32,366 31,224 30,112 25,160 21,809 15,101 7,491 2,908 0 0 0

4条基準外 70,931 69,860 72,800 67,760 68,600 96,634 73,576 65,488 52,240 16,891 2,299 2,992 10,180

4条合計 109,224 113,000 128,000 120,000 128,000 129,000 104,800 95,600 77,400 38,700 17,400 7,491 5,900 10,180 0 0

基準内繰入金計 182,393 179,640 187,200 174,240 176,400 111,742 109,948 110,436 107,795 102,235 111,468 110,233 108,498 107,599 116,540 106,785

基準外繰入金計 70,931 69,860 72,800 67,760 68,600 135,258 133,495 123,779 108,764 93,434 50,748 44,165 46,375 54,269 51,765 50,563

繰入金合計 253,324 249,500 260,000 242,000 245,000 247,000 243,443 234,215 216,559 195,669 162,216 154,398 154,873 161,868 168,305 157,348

41



 

 

(3)水洗化率向上に関する事項 

戸別訪問・広報活動・助成制度の活用・法的義務の周知などを組み合わせて、未接続世帯の接続

促進を図ります。 

本施策の実行に基づき、以下のグラフのとおり改善目標を設定しました。 

図 6-6 水洗化率の推移 

 

(4)企業債に関する事項 

新規発行分の企業債については、建設改良の補助対象事業費に対し、国庫補助金を充てた残額の

50％を下水道事業債、残りの 50％を過疎対策事業債で計上しております。 

また、資本費平準化債については、令和 7 年度に借入した金額を上限として発行可能額を算定

し、その範囲内で計上しております。 

表 6-6 企業債借入条件 
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企業債種別 用途 据置期間 償還年数 返済方法 金利

管渠施設 5年 30 元利金等 1.0%

処理場設備等 3年 20 元利金等 1.0%

資本費平準化債 なし 20 元利金等 1.0%

建設改良債
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図 6-7 企業債借入金の推移 

 

（３）収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

各費用に関する考え方は以下のとおり設定し算出しました。 
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３．経営健全化の取組み 

安全で快適な下水道サービスを、持続的・安定的に提供するためには、下水道施設や管路の健全性を維

持することが必要となります。 

一方で、投資事業には多額の資金が必要となることから、投資の所要額と下水道使用料などの財源の見

通しを均衡させることが非常に重要です。そのため、下水道事業の徹底した効率化・経営健全化に取り組む

必要があります。 

（１）投資・財政計画（収支計画） 

経営戦略の PDCA サイクルによる分析・改善を繰り返し行うことにより、安定的な経営の確立と経営改革

の持続を可能にしていきます。 

経営戦略改定後進捗管理を行い、定期的に決算分析による乖離要因を把握し、特定された要因に応

じて取組の再検討を行うことで、投資試算と財源試算の均衡を図っていきます。 

①投資試算 

財政規模等に見合った適切な計画による建設改良事業の施行、計画的な改築更新や施設の統廃

合の実現に努めて参ります。 

また今後、施設や管路についても老朽化が進んでいくため、ストックマネジメント計画に基づき、適正

な維持管理による長寿命化を合理的に進めます。 

下水道事業全体として年間の投資枠を設定し、投資の平準化を図るとともに、優先順位付けをして事

業を進めていくことで過剰投資とならないように努めていきます。 

②財源試算 

水洗化率向上による安定した料金収入の確保及び使用料収入の適正化など、収益性向上のための

取組と経費回収率の向上に努めていきます。効率的な事業実施による費用負担の縮減を行っていきま

す。 

また企業債の償還額よりも新規借入額を少なくし、企業債残高の縮減を図ります。 

③投資以外の経費 

必要かつ合理的な額の確保を前提とした上で、維持管理費の見直しを行い、コスト削減や経費の適

正化に努めていきます。ＩＣＴの活用など更なる業務の効率化を検討していきます。  
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４．効率化・経営健全化の取組み 

（１）経営基盤の強化と財政マネジメントの向上 

安定した事業経営を実現するため、中長期的視点に立った計画的な経営基盤の強化と財政マネジメン

トの向上を図ります。 

供用開始区域では水洗化率の向上を図るため、未接続世帯へ水洗化に向けた啓発活動を実施し水洗

化の促進を図ります。 

また、民間活力の活用や業務の集約、効率化に努め、より一層の経営効率化を進めます。 

企業債借入額の抑制による企業債残高の縮減、適正な料金水準の確立等により、財務体質の改善に

努めます。 

（２）ストックマネジメント（施設管理） 

ストックマネジメント計画を策定し、老朽化が進む下水道施設を計画的かつ適正に更新し、LCC（ライフ

サイクルコスト）の軽減を図ります。 

また、下水道施設の定期的な保守点検を実施し、維持管理の適正化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-8 効率化・経営健全化の取組み 
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５．投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

投資財政計画に未反映の取組や、今後検討予定の取組み等は次のとおりとなっております。 

下水道事業については、将来にわたって安定した経営ができるようにするために、経営の効率化や健全

化に向けた取り組みを進め、より経営基盤の強化を図ることが重要です。以下に今後の投資、財源、投資以

外の経費についての取り組みを示します。 

 

（１）今後の投資についての考え方・検討状況 

広域化・共同化・最適化 

に関する事項 

計画期間中に処理場の統廃合や処理区域の見直しなどは予定してい

ませんが、長期的には胎内市農業集落排水事業（大長谷地区）の接続を

検討してまいります。 

投資の平準化に関する事項 
改築更新事業について、ストックマネジメント計画を作成することにより

適時適切でかつ計画的な修繕に努め投資の平準化を図ります。 

民間活力の活用に関する事項

（PPP/PFI など） 
包括的民間委託について検討を継続して進めてまいります。 

その他の取組 
現状、その他の取組はありません。 

 

（２）今後の財源についての考え方・検討状況 

使用料見直しに関する事項 

家庭等からの生活雑排水の処理に要する「汚水処理費」は、原則として

使用料収入により賄うこととされていますが、近年はその全額を使用料で

充当することが困難となっており、一部を一般会計からの繰入金で補填し

ている状況です。また、経費回収率は年々低下傾向にあり、財政負担の

増加が懸念されます。 

このため、汚水処理費の圧縮に取り組むとともに、水洗化率や事業経営

の状況等を踏まえ、使用料体系の見直しについて検討を進めてまいりま

す。なお、現行の使用料水準は既に高い水準にあることから、近隣市町村

の動向等も参考にしながら慎重に対応していく方針です。 

資産活用による収入増加 

の取組について 

未利用地については、これまで発電事業への活用を進めてきたところで

すが、今後はさらなる利活用の可能性についても検討を進めてまいりま

す。 

その他の取組 

設備等の更新にあたっては、交付金事業の積極的な活用や、交付税措

置のある有利な地方債の発行に努めることで、適切な財源の確保を図りま

す。 
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（３）投資以外の経費についての考え方・検討状況 

民間活力の活用に関する事項 

（包括的民間委託等の民間委託、

指定管理者制度、PPP/PFI など） 

将来的に、包括的民間委託を検討し、維持運営経費の圧縮に努

めます。 

職員給与費に関する事項 

計画期間中、特定環境保全公共下水道事業には１人の職員給与

で算出していますが、事業内容の変化などに応じて職員の増減を検

討します。 

動力費に関する事項 
電力自由化に伴う経費削減について検討していきます。 

薬品費に関する事項 
従来からの単価契約の実施により経費の削減に取り組むほか、包

括的民間委託で更に削減化可能か検討します。 

修繕費に関する事項 
計画的な修繕を行うため、設備等の現状把握を行い台帳化、シス

テム化を推進し効率化を図ります。 

委託費に関する事項 
業務の性質や緊急性、重要度等を踏まえ、業務委託は必要最小

限に抑える方針で対応します。 

その他の取組 
加入促進等に資する取り組みについて、費用対効果を検証しつつ

取り組んでまいります。 

47



 

 
      

48



 

 
49



                                     

 

第７章 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項について 

 

１．経営目標について 

経営戦略は一度改定して終わりではなく、PDCA サイクルにより、継続的な進捗管理を行い、常に経営

改善や計画の見直し等に反映させていくことが必要です。 

また、下水道施設の老朽化に伴う修繕費の増加や電気料金の高騰など、必ずしも収支状況が予測通り

になるとは限りません。 

そのため、まず持続可能な下水道経営に向けた経営目標を以下のとおり設定し、具体的な数値目標を

掲げることで、経営の見える化を図ります。 

表 7-1 経営目標 

 

２．経費回収率向上へ向けたロードマップ 

国土交通省より、「社会資本整備交付金交付要綱の改正について」（令和 2 年 3 月 31 日国官会第 

29901 号） 及び 「 下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進についての留意事項」 

(国土交通省事務 連絡 令和 2 年 7 月 22 日)が出されました。同通知に基づき、経費回収率の向上に向

けたロードマップを以下に示します。 

表 7-2 経費回収率向上へ向けたロードマップ 

  

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

令和7年 令和8年 令和9年 令和10年 令和11年 令和12年 令和13年 令和14年 令和15年 令和16年 令和17年

経営戦略計画期間

経営戦略改定

改定後計画期間

使用料水準の適正化検討

ストックマネジメント計画に
よる点検・調査・改築工事

取組内容

現状 中間 目標

令和7年度 令和12年度 令和17年度

基準外繰入金 千円 135,258 50,748 50,563 減少

企業債残高 千円 1,660,044 1,208,551 983,179 減少

経費回収率 ％ 54.0% 78.0% 75.0% 75％以上

水洗化率 ％ 80.7% 84.7% 88.7% 88％以上

有収率 ％ 66.8% 74.5% 80.3% 80％以上

項目 達成基準
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３．経営の推進と点検・進捗管理の方法 

経営の進捗と点検・進捗管理の方法について、「経営戦略策定・改定ガイドライン」では、基本的考え方と

PDCA サイクルの確立として、以下の事項が必要と考えられます。 

 

①「経営戦略」は策定して終わりではなく、毎年度、進捗管理（モニタリング）を行うとともに、3～5 年毎に

改定していく必要があります。 

②改定に当たっては、事前に設定した「経営戦略」の複数指標に関する達成度を検証・評価する必要

があります。 

③「投資・財政計画」やそれを構成する「投資試算」「財源試算」と実績との乖離及びその原因を分析し、

その結果を企業経営や「経営戦略」の改定に反映させる「計画策定（Plan）→実施（Do）→検証

（Check）→見直し（Action）」のサイクルを導入して確立させる必要があります。 

④PDCA サイクルの確立においては、定期的な人事異動により担当者が代わる地方公共団体の組織に

あって、誰がどのように検証・評価を行い、何年で改定するのかといった改定プロセスを予め明確な

形で「経営戦略」の中に盛り込む必要があります。 

PDCA サイクルの見直し（Action）の結果、「経営戦略」と実績の乖離が著しい場合には、その原因

を検証するだけではなく、将来予測方法や「収支ギャップ」の解消に向けた取組等についても検証し、

質を高めるための必要な改定を行うとともに経営のあり方、事業手法の見直しについて改めて検討す

べきです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-1 経営戦略策定後の検証及び更新方法 

  

Plan 

経営戦略の

策定 

Do 

経営戦略の

実施 

Check 

施策・経営

の評価 

Action 

経営戦略の

見直し 
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４．本村における事後検証、改定等に関する事項 

毎年度、経営戦略の取組の進捗状況及び達成状況について、どの程度の乖離が生じているか、新た

な課題等数値目標を用いて事後検証し、収支構造の適正性について検証します。 

また定期的に、経営実態やその時点における経営環境に照らし合わせて、実施手法の改善や計画の

見直しを行っていくこととします。 

経営戦略の見直しについては、下水道事業を取り巻く環境の変化を的確に捉えるため、５年を目途に

PDCA サイクルを活用し見直しを行うことで、本経営戦略の事後検証、更新を行っていきます。 

更に経営戦略と併せて、水洗化人口の動向、経営状況、社会経済情勢等を勘案し、適正な下水道使

用料となっているか等について検討する機会を設けます。 
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用語解説（五十音順） 

用語名 説  明 

あ行 

アセットマネジメン

ト 

事業全体を対象に現在ある資産を客観的に把握・評価し、中長期的

な視点に立ち計画的・効率的に管理する取組をいいます。  

維持管理費 日常の下水道施設維持管理に要する費用をいいます。浄化センター、

ポンプ場等の電気代等の動力費、浄化センターの薬品費、修繕費、

委託料や維持管理にかかる職員給与費等によって構成されます。 

一般会計繰入金 一般会計から下水道事業会計に収入する財源をいいます。下水道事

業会計から見ると繰入金、一般会計から見ると繰出金です。 

雨水公費・汚水私費の

原則 

原則として、雨水対策は浸水などの被害を防ぎ、その受益が広く住

民に及ぶことから、雨水処理に要する経費は全額公費で負担すべき

であり、汚水処理に要する経費は、特定の使用者が便益を受けるこ

とから下水道使用料で賄うべきであるという考え方です。 

雨水処理負担金 一般会計繰入金（他会計負担金）のうち、雨水処理に要する費用の

負担分として下水道事業会計に繰入れられたものをいいます。 

営業収益対経常利益

率（％）  

経営の持続性、安定性を検証する指標になります。更新需要の増加

に対して継続的な経常赤字の発生が予見される場合は、使用料改定

の必要性の要否などを検討する必要があります。 

経常損益÷営業収益×100 

汚水処理原価 

（円／㎥） 

有収水量 1 ㎥あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費と

汚水維持管理費の両方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標

になります。 

汚水処理費用（公費負担分を除く）÷年間有収水量×100 

か行 

管渠改善率（％） 当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標になります。管渠

の更新ペースや状況を把握できます。 

改善（更新・改良・維持）管渠延長÷下水道布設延長×100 

管渠老朽化率（％） 法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表した指標になります。管

渠の老朽化度合を示す指標になります。 

法定耐用年数を経過した管渠延長÷下水道布設延長×100 

企業債 地方公営企業が行う建設改良事業などに要する資金に充てるために

起こす地方債（国などからの長期借入金）をいいます。 

企業債依存度（％） 資産に対する企業債残高の割合により、企業債依存度を測る指標に

なります。 

企業債残高÷総資産×100 
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用語名 説  明 

企業債残高対事業規

模比率（％） 

使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を

表す指標になります。 

（企業債残高-一般会計負担額）÷（営業収益-雨水処理負担金）×100 

基準外繰入金 一般会計からの繰入金のうち、国の定める基準に基づかないものを

いいます。  

基準内繰入金 一般会計からの繰入金のうち、国の定める基準に基づくものをいい

ます。 

繰入金  一般会計から公共下水道事業会計に繰り出されるお金（税金）をい

います。国の定める基準に基づくかによって、基準内繰入金と基準

外繰入金に区別されます。 

繰出基準 一般会計が負担すべき経費（雨水処理に要する経費など）の算定基

準であり、その基本的な考え方は「地方公営企業繰出金について」

（昭和 49 年 2 月 22 日付自治企-第 27 号自治省財政局長通知）によ

って示されています。繰出基準は、毎年度国から通知が出されます。

繰出基準に基づいて算定された一般会計繰入金を基準内繰入金とい

い、これ以外の一般会計繰入金を基準外繰入金という。 

経営戦略 公営企業が、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中

長期的な経営の基本計画です。 

経営比較分析表 地方公営企業の経営の状況や施設の状況等に係る各種指標を、経年

的にグラフ形式で示したものです。経年比較や他団体との比較分析

によって、経営の状況や課題を把握することが可能になります。 

経常収益 使用料収入等の本来の営業活動から生じる営業収益と、他会計から

の繰入金や預金利息などの本来の営業活動以外の活動によって得ら

れる営業外収益の合計をいいます。 

経常収支比率（％） 使用料収入等の収益で、維持管理費や企業債利息等の費用をどの程

度賄えているかを表す指標になります。 

経常収益÷経常費用×100 

経常費用 職員給与費や委託料など維持管理費・減価償却費などの本来の営業

活動から発生する営業費用と企業債利息などの本来の営業活動以外

の活動によって発生する営業外費用の合計をいいます。なお、経常

損益（経常収支）は経常収益から経常費用を差し引いて算出され、0

以上の場合は経常利益（黒字）、負数の場合は経常損失（赤字）とな

ります。 

経費回収率（％） 使用料収入により汚水処理費用を賄えているかを判断する指標にな

ります。 

使用料収入÷汚水処理費用×100 
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用語名 説  明 

下水道基本計画 将来的な下水道施設の配置を定める計画です。 

下水道事業計画 下水道法第４条に基づく計画で、「下水道基本計画」に定められた施

設のうち、５～７年で実施する予定の施設の配置等を定める計画を

いいます。 

下水道事業業務継続

計画（下水道 BCP） 

災害時など、各種の制約がある状況下においても、下水道業務を実

施・継続するとともに、被災した機能を早期に復旧させることを目

的とした計画をいいます。 

下水道使用料 汚水処理に必要な経費の一部として収集される料金をいいます。 

下水道処理人口普及

率（％）  

下水道の整備状況を示す指標として用いられ、対象とする区域内の

総人口に対して下水道を利用できる人口の比率です。 

下水道供用開始区域内人口÷行政区域内人口×100 

下水道整備構想 今後 10 年程度での汚水処理の概成を目標とし、各種汚水処理施設

（下水道、合併浄化槽）の整備手法および区域などを定めたもので

す。 

下水道全体計画 下水道の根幹的な施設の将来的かつ全体的な姿を示すものです。 

下水道長寿命化計画 ストックマネジメントのうち、短期改築計画に該当し、計画的に予

防保全を行い、個別施設を対象にライフサイクルコストの最小化を

図るために、長寿命化（対象施設の一部の再建設あるいは取替えを

行うこと）を含めた改築計画を策定するものをいいます。 

下水道処理人口普及

率 

下水道の整備状況を示す指標として用いられ、対象とする区域内の

総人口に対して下水道を利用できる人口の比率をいいます。 

減価償却費 土地などを除く固定資産（建物・管渠など）の減価（価値の減少）

を、使用できる期間（法定耐用年数）にわたり、合理的かつ計画的

に費用として負担させるための、会計上の処理を減価償却といい、

この処理によって特定の年度の費用とされた固定資産の減価を減価

償却費といいます。 

公共下水道 主として市街地における下水を排除または処理するために、地方公

共団体が管理する下水道をいいます。 

公的資金補償金免除

繰上償還 

高金利の企業債について、補償金を払わずに繰上償還できる国の制

度をいいます。 

固定比率（％） 貸借対照表から見た長期的な財務安定度を判断する指標になりま

す。小さいほど安定性が高いことになります。 

固定資産÷（資本金+剰余金+繰延収益）×100 

さ行 

財源試算  投資・財政計画のうち、財源の見通しを試算した計画のことを意味

しています。 
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用語名 説  明 

事業収益対資金比率

（％） 

事業運営上必要な資金（運転資金）を確保できているかを測る指標

になります。健全経営の観点から、一定水準の事業収益対資金比率

を確保することが求められます。  

（投資+現金及び預金+短期有価証券）÷総収益×100 

資産維持費  将来の施設更新等において、新設当時と比較し、高機能化（耐震化

等）等により増大することが見込まれる場合、サービス水準の維持

向上を図るためにかかる費用をいいます。  

資産減耗費  資産の滅失、紛失、価値の下落を反映させる費用をいいます。 

施設利用率(％)  施設・設備が1日に対応可能な処理能力に対する、１日平均処理水量

の割合であり、施設の利用状況や適正規模を判断する指標になりま

す。  

晴天時 1 日平均処理水量÷晴天時現在処理能力×100  

指定管理者制度 地方公共団体やその出資団体等に限定していた公の施設の管理・運

営を、株式会社をはじめとした営利企業・財団法人・NPO 法人・市

民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることができ

る制度です。 

資本的収支  企業の将来の経営活動に備えて行う建設改良及び建設改良にかかる

企業債償還金などの支出と、その財源となる企業債や補助金などの

収入をいいます。  

資本費  減価償却費、資産減耗費、企業債利息によって構成される費用をい

います。  

資本費平準化債  企業債の償還財源に充てるために発行する地方債をいいます。資産

の耐用年数に対して、償還期間をほぼ同等にすることで、世代間負

担の公平性が保たれます。  

収益的収支  一事業年度の企業の経営活動に伴い発生する全ての収益と、それに

対応する全ての費用を意味しています。  

受益者負担金  下水道の整備により利益を受ける土地の所有者等に、建設改良費の

一部について負担をいただく費用をいいます。  

使用料対象経費  汚水処理に要する経費のうち、使用料の積算の基礎となる経費をい

います。  

使用料単価  

（円／㎥）  

有収水量1㎥あたりの使用料収入を示しています。  

使用料収入÷年間有収水量  

人口普及率 行政区域内人口のうち、処理区 域内人口が占める割合。下水道が

どれだけ普及しているかを表す指標になります。 
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用語名 説  明 

水洗化人口  供用開始区域内において、実際に下水道に接続している人口をいい

ます。  

水洗便所設置済人口÷処理区域内の行政人口×100 

水洗化率（％）  現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理し

ている人口の割合を表した指標になります。最終的には100％となっ

ていることが望ましくなります。  

水洗化人口÷現在供用開始区域内人口×100  

ストックマネジメン

ト（計画）  

持続可能な下水道事業の実現を目的に、既存の膨大な施設（ストッ

ク）の状況を客観的に把握、評価し、長期的な施設の状態を予測し

ながら、施設を計画的かつ効率的に管理（マネジメント）していく

計画となります。  

関川村総合計画 関川村が目指す将来像を掲げ、それを実現するための施策や事業を

体系的にまとめた「関川村の最上位計画」です。 

関川村地域総合戦略 「関川村総合計画」を上位計画とし、その実現に向け立案するそれ

ぞれの分野における個別計画です。 

損益勘定繰入金対収

益的収入割合（％）  

収益的収入における繰入金依存度を分析する指標になります。経営

状況を正確に把握するためには、基準内繰入金、基準外繰入金に分

けて分析を行う必要があります。  

損益勘定繰入金÷収益的収入×100  

損益勘定留保資金  収益的収支における現金の支出を必要としない費用（減価償却費、

資産減耗費）の計上により企業内部に留保される資金で、資本的収

支の補てん財源の１つとなります。  

た行 

ダウンサイジング  処理水量の減少や技術進捗に伴い、施設更新時等に施設能力を縮小

し、施設の効率化を図ることをいいます。  

単独公共下水道 公共下水道のうち、地方公共団体で終末処理場を有するものをいい

ます。 

長期前受金戻入  固定資産取得のために交付された補助金などについて、減価償却見

合い分を収益化したものをいい、現金を伴わない収益になります。  

長寿命化計画 施設機能の継続的な確保及びライフサイクルコスト最小化のための

対策を効果的に実施することを目的とした計画となります。 

投資試算 投資・財政計画のうち、施設・設備に関する投資の見通しを試算し

た計画のことを意味しています。  

独立採算制  企業が事業活動の経費を経営に伴う収入で賄うことをいいます。 
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用語名 説  明 

は行 

PFI （Private Finance Initiative：ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ・ﾌｧｲﾅﾝｽ・ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ） 

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び

技術的能力を活用して行う方法です。 

PDCAサイクル 業務プロセス管理手法の一つで、Plan（計画）-Do（実施）-Check（検

証）-Action（改善）の４段階を繰り返すことによって、継続的な改

善を目指していく手法です。 

PPP （Public Private Partnership：ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ・ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ） 

民間事業者の資金やノウハウを活用して社会資本を整備し、公共サ

ービスの充実を進めていく方法です。 

不明水  地下水や雨水が、老朽化した管渠などの隙間や破損したところから

流入したものをいいます。  

分流式下水道に要す

る経費  

適正な使用料を徴収してもなお、賄うことができない汚水処理費用

に該当する額で、基準内繰入金の対象となるものをいいます。  

包括的民間委託 業務を受託した民間事業者が創意工夫やノウハウの活用により効率

的・効果的に運営できるよう、複数の業務や施設を包括的に委託す

ることです。 

法定耐用年数  地方公営企業法施行規則で定められている耐用年数を意味していま

す。経理上の基準であり、実際に使用できる年数は実情に応じて変

動します。  

や行 

有形固定資産減価償

却率（％）  

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいる

かを表す指標になります。更新投資の必要性がどの程度差し迫って

いるかを示します。  

有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産のうち償却対象資産

の帳簿原価×100  

有収水量  使用料徴収の対象となる水量をいいます。  

有収率（％）  施設の稼働が収益につながっているかを判断する指標になります。

100％に近づけることが望ましくなります。  

有収水量÷総処理水量×100  

ら行 

ライフサイクルコス

ト  

管渠や施設などの建設費用だけでなく、企画・設計・施工・運用・

維持管理・補修・改造・解体・廃棄に至るまでに必要となるトータ

ルの費用を意味しています。  
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用語名 説  明 

動比率（％）  貸借対照表から見た短期的な財務安定度を判断する指標になりま

す。大きいほど安定性が高くなります。  

流動資産÷流動負債×100  

累積欠損金  営業活動によって生じた損失で、前年度からの繰越利益剰余金等で

も補てんできず、複数年度にわたって累積した欠損金のことをいい

ます。  

累積欠損金比率  

(％)  

営業収益に対する累積欠損金の状況を表す指標になります。0％であ

ることが望ましくなります。  

年度未処理欠損金÷（営業収益-受託工事収益）×100  
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